
安全審査

安全審査 あんぜんしんさ

 licensing review of nuclear facilities. 原子力発電所や再処理施設等の原子力施設の設置あるいは変更を
行う際、施設や設備の基本設計など安全性に関わる国の審査をいう。具体的には、立地条件、地震、火
災等に対する設計上の考慮など施設全般の事から、炉心設計、燃料設計等の施設・設備の設計まで、そ
れらの基本設計が原子炉等規制法に定められた許可基準に適合しているかについて、立地、設計、安全
評価、線量目標値等に関する安全審査指針類に基づき安全審査が行われる。手続きは次のとおり。
（1）原子炉等規制法に基づき、原子力施設の事業者等が設置許可等を原子力規制委員会に申請、（2）
原子力規制委員会による安全審査、（3）原子力規制委員会より原子炉施設の事業者等へ設置許可等を
行う。
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